
主 税 局 

 

第１ 審 査 の 概 要 

１ 審査の対象 

（１）一般会計 

（２）特別会計 

地方消費税清算会計 

（３）財  産 

 

２ 実地審査場所 

  主 税 局 

 

３ 審査の方法 

知事から提出された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書について、主税局執行分を審査した。 

審査に当たっては、 

（１）決算計数は、正確であるか 

（２）予算の執行は、適正かつ効率的になされているか 

（３）財産の取得、管理及び処分は、適正に処理されているか 

などに主眼を置き、決算書等及び証拠書類の照合等を行うとともに、関係部局から決算について

の説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審 査 の 結 果 

１ 決算計数について 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質

収支に関する調書の計数は、誤りのないものと認められる。 

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、その一部に誤りが認められた。 

（１） 財産管理 

  ア  物品について 

  （ア） 物品１点（自動販売機）が過大に登載されている。 

 

２ 事業執行等について 

  特に意見を付する事項はない。 
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第３ 決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算の状況 

（１）一般会計 

   ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

都          税     4,877,114,025     4,923,639,463        46,525,438      101.0 

地 方 譲 与 税       232,311,637       232,302,134   △       9,502     100.0 

助 成 交 付 金            20,724            21,598                874      104.2 

使用料及手数料           432,974            400,516   △        32,457     92.5 

財 産 収 入               399               399                  0      100.0 

繰  入  金             1,000             1,011                11     101.1 

諸  収  入        10,719,076        10,832,934           113,858     101.1 

計     5,120,599,835     5,167,198,056          46,598,221      100.9 

 

歳入は、第１款都税ほか６款であり、予算現額５兆１，２０５億９,９８３万余円、収入済額

５兆１,６７１億９，８０５万余円、比較増額４６５億９，８２２万余円、収入率１００．９％

である。 

歳入の主な内容は、 

・都税のうち、法人都民税１兆５１０億４，６８８万余円、法人事業税１兆３,４１７億１，１

４８万余円、固定資産税１兆８億７，９９２万余円である。 

なお、第１款都税(項：都民税ほか１２項)において、不納欠損額（１８８億６，３５８万余

円）及び収入未済額（９１８億４，１３１万余円）が、第１２款諸収入(項：延滞金及加算金)

において、不納欠損額（５０億８，４８２万余円）及び収入未済額（２１３億９，４４０万余

円）が生じている。 

 

イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

徴   税   費    85,704,000    80,990,486             0   4,713,513     94.5 

諸 支 出 金    99,577,570    65,165,039             0  34,412,530     65.4 

計   185,281,570   146,155,526             0  39,126,043     78.9 

 

歳出は、第３款徴税費及び第１６款諸支出金の２款で５項９目に区分し執行しており、予算

現額１，８５２億８，１５７万円、支出済額１，４６１億５，５５２万余円、不用額３９１億

２，６０４万余円、執行率７８．９％である。 
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徴税費の主な執行内容は、 

・一般管理事務関係職員の給与等に要したもの 

        （項）徴税管理費   （目）管理費         １６６億２，３２５万余円 

・都税賦課事務関係職員の給与等に要したもの 

        （項）課税費     （目）管理費          １７５億７１５万余円 

・都税徴収事務関係職員の給与等に要したもの 

        （項）徴収費     （目）管理費          ９０億２，７３５万余円 

・個人都民税徴収取扱等に対する交付金等に要したもの 

（項）徴収費     （目）徴収事務費        ３０３億４３０万余円 

・都税事務所等庁舎の新築等に要したもの 

        （項）施設整備費   （目）都税事務所等整備費   ５１億４，６５７万余円 

諸支出金の主な執行内容は、 

・都税の過誤納に係る還付金等に要したもの 

（項）諸費      （目）過誤納還付金     ６２９億９，６５１万余円 

である。 

 

 （２）地方消費税清算会計 

ア 歳 入                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 収 入 済 額 比較増（△）減額 収 入 率

地 方 消 費 税      831,330,000      742,794,346  △   88,535,653      89.4 

諸  収  入      244,949,000      252,992,401        8,043,401     103.3 

繰  越  金       96,060,000       97,656,923     1,596,923       101.7 

計    1,172,339,000    1,093,443,672  △   78,895,327      93.3 

 

歳入は、第１款地方消費税ほか２款であり、予算現額１兆１，７２３億３，９００万円、収

入済額１兆９３４億４,３６７万余円、比較減額７８８億９，５３２万余円、収入率９３．３％

となっている。 

歳入の主な内容は、 

・国から払い込まれる地方消費税              ７，４２７億９，４３４万余円 

・諸収入のうち、清算によって他の道府県から払い込まれる地方消費税清算金収入 

２，５２９億９，１３９万余円 

である。 
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イ 歳 出                              （単位：千円、％） 

科 目（款） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 執 行 率

地方消費税清算費  1,073,588,000   995,101,454            0   78,486,545    92.7 

 

歳出は、第１款地方消費税清算費で１項３目に区分し執行しており、予算現額１兆７３５億

８，８００万円、支出済額９，９５１億１４５万余円、執行率９２．７％である。  

主な執行内容は、 

・消費地と課税地を一致させるための調整に係る関係道府県との清算に要したもの 

（項）地方消費税清算費（目）地方消費税清算金 ６，３９５億３，５７１万余円 

・清算後の地方消費税収入額等について一般会計への繰出しに要したもの 

（項）地方消費税清算費（目）一般会計繰出金  ３，５２８億１，８６４万余円 

である。 

 

２ 財産の管理状況 

ア 財 産 

区   分 平成１８年度末現在高 平成１７年度末現在高 増（△）減 

１ 公有財産 

土     地 

建     物 

出資による権利 

２ 物  品 

 

     54,259.36 ｍ２

       107,055.91 ｍ２

      300,200,000 円

           １４５ 点

 

        53,144.23 ｍ２ 

 

       107,055.91 ｍ２ 

 

      300,200,000 円 

           １４５ 点 

 

    1,115.13 ｍ２

              0 ｍ２

              0 円

        ０ 点

 

主税局で所管している財産は上表のとおりであり、その主な増減事由は、 

・土地の増加は、荒川都税事務所の移転用地（７７３．３２ｍ２ 

 ）の取得によるもの 

である。 
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